
とやま中央会ＦＡＸ情報 №５８２                             1 

とやま中央会 FAX 情報 

２０２０．５．１ 発行 №５８２ 

 

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 

特別枠の新設について 

  令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（一般型、２次締切）の公募

を開始しておりますが、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向

きな投資を行う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」が設けられました。 

 

1．特別枠の対象要件 

 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有す

る中小企業者（組合含む）※及び特定非営利活動

法人※に限り、特別枠については、補助対象経費

の６分の１以上が、以下の要件に合致する投資

であること。（※資本金及び従業員数、組合種類

等の条件があります。詳細は公募要領をご確認

ください。） 

(１) サプライチェーンの毀損への対応 

顧客への製品供給を継続するために必要な設備   

投資や製品開発を行うこと 

(２) 非対面型ビジネスモデルへの転換 

 非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモ 

デルへ転換するための設備・システム投資を行   

うこと 

(３) テレワーク環境の整備 

 従業員がテレワークを実践できるような環境を 

整備すること 

2．公募期間 

公募開始 令和２年３月３１日（火） １７時 

申請受付 令和２年４月２０日（月） １７時 

応募締切 令和２年５月２０日（水） １７時 

3．補助対象事業の類型及び補助率等 

今回公募する事業類型は「一般型」のみです。 

中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開

発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改

善」に必要な設備・システム投資等を支援します。 

補助金額：１００万円～１，０００万円 

補助率：  

〈通常枠〉中小企業者 １／２ 

小規模企業者・小規模事業者 ２／３ 

〈特別枠〉一律 ２／３ 

設備投資：単価５０万円（税抜き）以上の設備 

投資が必要です。 

補助対象経費： 

【通常枠】機械装置・システム構築費、技術導入

費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用

費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費  

【特別枠】上記に加え、広告宣伝費、販売促進費 

 ※小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員

数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では 20

人以下、卸売業・小売業・サービス業では 5人以

下の会社又は個人事業主をいいます。なお、交付

決定後に小規模企業者・小規模事業者の定義か

らはずれた場合は、補助率が変更となる場合が

あります。確定検査において労働者名簿等を確

認しますので、人数の変更があった場合は補助

率が２／３から１／２への計画変更となります。

特定非営利活動法人は、従業員が２０人以下の
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場合、補助率が２／３になります。 

※特別枠の要件を満たす申請は、特別枠で不採択

の場合、通常枠で加点の上、再審査されます。し

たがって、条件を満たす場合は、特別枠でご申請

ください。ただし、特別枠の申請が通常枠で採択

された場合や特別枠の要件を満たしていないこ

とが発覚した場合等は、通常枠の補助率等が適

用されますので、ご注意ください。 

４．お問い合わせ先 

ものづくり補助金事務局サポートセンター 

ＴＥＬ．０５０－８８８０－４０５３ 

 

◇ レジ袋の有料化について 

 

 ２０２０年７月１日より、全国一律でプラスチ

ック製買物袋（レジ袋）の有料化がスタートしま

す。海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化など

の解決に向けた第一歩として、プラスチック製買

い物袋の有料化を通じて、マイバックの持参など、

消費者のライフスタイルの変革を促すことを目的

としています。 

 

１．対象となる事業者  

プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全て

の事業者が対象となります。また、対象外の業種

であってもの自主的取組として有料化を実施する

ことを推奨しています。 

※小売業とは、各種商品小売業、織物・衣服・

身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車 

部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機  

械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・   

文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽 

用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小 

売業 

２．有料化の対象となる買物袋について 

 消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、

持ち手のついたプラスチック製買物袋が対象とな

ります。例外として、袋に入れる中身が商品でな

いもの（景品・賞品・試供品）や有価証券（商品

券・ビール券）切手、入場券などの役務（サービ

ス）の化体した証券を入れる袋、役務の提供に伴

う場合（クリーニングの袋）のほか、以下のプラ

スチック製買物袋についても対象外となります。 

①プラスチックのフィルムの厚さが５０マイクロ   

メートル以上のもの 

②海洋生分解性プラスチックの配合率が１００％   

のもの 

③バイオマス素材の配合率が 25％以上のもの 

３．有料化のあり方について 

プラスチック製買物袋を提供するに当たって、

一定の対価を徴収すること（１枚あたり１円未満

になるような価格設定をすることは有料化にはあ

たりません）、また、買物袋を提供しないことと

引き替えに商品価格を値引くことや、ポイントを

付与すること、その他の利益供与を行うことはこ

こでいう有料化には含みません。 

４．お問い合わせ先 

経済産業省 

ＴＥＬ．０５７０－０００－９３０ 

 

◇ 令和２年度「富山県 IoT・AI活用ステップア

ップ補助金」の公募について 

 

 富山県では、県内企業の IoT・AIの導入・活用

促進を図り、導入・活用段階に応じた支援を行う

ことで、生産性向上等につなげることを目的とし

た令和２年度「富山県 IoT・AI導入ステップアッ

プ補助金」の公募をしております。

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第 一 銀 行 
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１．補助事業者  

 富山県内に主たる事業所を有する中小企業者等 

２．補助対象事業  

（１）スモールスタート（ホップ）事業 

 自社の経営課題の抽出やその解決のため、IoT 

の導入により各種情報・データを収集し、課題 

の「見える化」を図る取組み 

（２）本格展開（ステップ）事業 

 自社の業務改善課題を踏まえ、労働生産性の向 

上のための、IoT等の本格導入・活用拡大や、AI  

の導入等を行う取組み 

（３）フル活用（ジャンプ）事業 

 IoT等で得られたビッグデータを活用したAIの  

積極活用や、自社外とのデータ共有による更な 

る業務最適化、新たな付加価値を創出する取組 

みで、事業完了後１年以内に労働生産性３％向 

上を見込む取組み 

３．補助率等 

（１）スモールスタート（ホップ）事業 

   補助率：１/２、補助上限額：５０万円 

（２）本格展開（ステップ）事業 

   補助率：１/２、補助上限額：１００万円 

（３）フル活用（ジャンプ）事業 

   補助率：１/２、補助上限額：２００万円 

４．募集期間 

 【第１回】 

４月２１日～５月２９日 １７時必着 

 【第２回】 

  ６月１日～７月３１日 １７時必着 

【第３回】 

 ８月３日～９月３０日 １７時必着 

【第４回】 

 １０月１日～１２月１１日 １７時必着 

５．審 査 

 申請書により内容を審査し、基準を満たす者

の中から、先着順で採択事業者を決定します。 

（必要に応じて富山県 IoT推進コンソーシアム

の有識者からの意見聴収、現地調査、ヒアリン

グを実施する場合があります。） 

６．お問い合わせ先 

富山県商工労働部 商工企画課 

ＴＥＬ．０７６－４４４－３２４２ 

 

◇ 中小企業の働き方改革サポート事業を実施す   

る団体を募集しています 

 

 富山県では、中小企業における働き方改革や女

性活躍の取組みを推進するため、「中小企業の働

き方改革サポート事業」の実施を希望する業界団

体等を募集しています。 

 

１．趣旨 

課題が共通する業界や業種ごとの研修会等に先

進的な取組みを実施している企業を派遣したり、

合同コンサルティングを開催することにより、業

界全体での働き方改革・女性の活躍推進の気運を

醸成する取組みを促進します。 

２．内容（どちらかを選択） 

 ◆働き方改革先進企業派遣事業 

  （以下の５コースから選択） 

１．働き方改革推進コース 

  ２．女性のキャリア継続応援コース 

  ３．ICT利活用促進コース 

  ４．健康経営コース 

  ５．仕事と生活の両立応援コース 

◆合同コンサルティングの開催 

実施期間 令和２年４月～令和３年３月 

対  象 県内企業の業界団体等 

講  師 テーマに応じ、県が調整 

（講師の希望については応相談） 

３．お申込み・お問い合わせ先 

富山県総合政策局 少子化対策・県民活躍課 

ＴＥＬ．０７６－４４４－９０１２ 

ＦＡＸ．０７６－４４４－３４７９ 

 下記ＵＲＬより申し込み用紙をダウンロードい

ただき、必要事項を記載の上ＦＡＦにてお申込み

ください。http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/

1017/kj00018962.html
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◇外国人材雇用日本語研修等支援補助金のご案内 

 

企業・外国人双方にとって大きな障害となって

いる「言葉の壁」。その解消に向けた取組みとし

て、外国人材への日本語研修などを実施する企業

に対して支援し、外国人材の確保・定着を目指し

ます。 

１．内容 

（１）補助対象 

  富山県内に事業所を有している中小企業又は

  登録支援機関で、企業や登録支援機関が、企 

業で雇用中の外国人に日本語研修等を実施す

  る事業 

  ※技能実習生については、対象外となります 

（２）補助対象経費 

  会場費、講師謝金、講師旅費、委託料、受講 

料、テキスト代、交通費、通信料、印刷費、 

消耗品費等 

(３)補助率、補助限度額 

  補助率   補助対象経費の１／２以内 

  補助限度額 1人あたり１５万円 

(４)補助の条件 

 ・原則として月１回以上開催され、全課程の研

  修時間が２０時間以上確保されていること 

 ・外国人材の語学レベルやキャリア形成に合わ

  せた課程が提供されていること 

・特定技能に対する日本語学習の機会の義務的

  支援によるものではないこと 

(５)補助対象期間 

  交付決定の日から翌年の２月末まで 

２．募集期間 

令和２年４月２２日(水)から令和２年５月 

２９日(金)まで 

３．お問い合わせ先 

 富山県商工労働部 労働政策課 雇用推進班 

 ＴＥＬ．０７６－４４４－４４５８ 

 

◇ 厚生労働省から妊娠中の女性労働者等への配  

慮についての要請がありました 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響について、現

時点での医学的知見では、妊娠後期に新型コロナ

ウイルス感染症に感染したとしても、経過や重症

度は非妊婦と変わらないとされています。しかし、

新型コロナウイルスに限らず一般的に、妊娠中に

肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて

重症化する可能性があります。さらに、妊娠中の

女性労働者は、新型コロナウイルス感染症に係る

現状のなかで不安を感じている場合もあります。 

こうした状況を御理解いただくとともに、パート

タイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、

多様な働き方で働く人も含めて、妊娠中の女性労

働者へ下記の配慮を要請します。 

・妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備 

・感染リスクを減らす観点からのテレワークや時

 差通勤の積極的な活用の促進 

・妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染

 の予防のための取組実施 

これらの取組の促進に向けて、企業経営者の皆

様のご配慮をいただきますようよろしくお願いい

たします。 

お問い合わせ先 

厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１
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